
羽島市小熊町天王２丁目４１番外

低層住宅地

一般住宅のほか農地
、空地も見られる区
画整然とした住宅地
域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 70 50 20 低層住宅地

-

１低専(50,80)

羽島市の人口はほぼ横ばい傾向にあったが、最近では下落傾向に
ある。土地区画整理事業、ミニ開発による宅地供給は続いている。

特段の地域要因に変動はない。

個別的要因に変動はない。

対象基準地の画地規模等から需要者は戸建住宅目的の個人層で、新規に土地を購入して賃貸用建物を建設することは少ない
ため、収益価格は試算しなかった。なお、比準価格は価格牽連性が強いと判断される周辺住宅地の取引事例を選択して試算
されており、市場の実態を反映している。よって、比準価格を採用して、代表標準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記
の如く決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

当該地域は区画整然とした住宅地域であるが、交通利便性が劣るため、宅地開発は低調で、今後も現状維持程度で推移する
ものと予測される。なお、地価は市内住宅地の中では低位のため、大きな崩れはないと予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 34,800円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

34,700

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

羽島 7

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+3.1

+8.5

+3.1

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+5.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

竹鼻駅北西方
2km

竹鼻
2km

(8)

北8m市道

１低専
(50,80)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北、８ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

258

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

11.0  ｍ、　奥行　約 23.0  ｍ、　規模 250  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

34,700 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

42,100 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.3％ ％

115.3 ］

99.8［ ］ 100［ ］

105.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 19日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 6月 30日 正常価格

令和 5年 7月 12日令和 5年 7月 1日

8,950,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 34,700 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

28,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は羽島市内の住宅地域。需要者の中心は羽島市内に居住又は市内、隣接市町へ勤務する住宅一次取得のサラリー
マン層で、新幹線岐阜羽島駅周辺では圏外からの参入者も見られる。当該地域は区画整然とした住宅地域であるが、交通利
便性が劣るため、建物集積度は低く、ここ数年静態的に推移している。ただし、価格水準は低位のため、需給関係に大きな
崩れはない。なお、当該地域及び周辺部の中心価格帯は土地で７００万円～１０００万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

羽島（県） 1－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

羽島（県） －

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第3

業者名

不動産鑑定士氏名

有限会社　横幕不動産鑑定事務所

横幕　輝俊



羽島市小熊町島２丁目６９番

低層住宅地

一般住宅のほかアパ
ート等も見られる住
宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 30 70 60 低層住宅地

-

１中専(60,200)

物価高騰等による先行き不透明感は残るものの、区画整理済の利
便性に優れた地域等の住宅地需要は比較的堅調である。

区画整然とした居住環境良好な住宅地域であるが、新規の宅地供
給は少なく、地域要因に特に目立った変動は認められない。

個別的要因に変動はない。

比準価格は羽島市内の住宅地事例を採用して市場の実態を反映している。一方、対象基準地の画地の状況等を考慮し、事業
収支の観点から共同住宅を想定することが合理的でないと判断し、収益還元法は適用しなかった。近隣地域は戸建住宅を中
心とする地域で、自己使用目的の取引が大半で、取引価格の水準を指標に価格が決定されることが一般的と認められるので、
比準価格を採用し、半年間の価格形成要因の変動状況を考慮の上、鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

当該地域は商業施設・幹線道路に近い利便性が比較的良好な住宅地域であり、散発的に宅地供給も見られるが、活発さには
欠け、今後も現状維持で推移するものと予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 42,300円／㎡

公示価格 42,100円／㎡

標準地番号 羽島 7-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

竹鼻駅北方
1.2km

竹鼻
1.2km

(8)

南8m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北、８ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

247

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

11.0  ｍ、　奥行　約 23.0  ｍ、　規模 250  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

42,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.7 -0.2％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 19日　提出

宅地-1

+5.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 6月 20日 正常価格

令和 5年 7月 13日令和 5年 7月 1日

10,400,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 42,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

32,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は羽島市内の住宅地域である。需要者の中心は市内在住者のほか市内又は岐阜市方面への勤労者等の一次取得者
である。近隣地域は戸建住宅、アパート等が見られる地域で利便性は比較的良好で、散発的に宅地供給も見られるが、小学
校や駅等に近いより利便性の優る住宅地に需要が流れる傾向にあり、土地需要はやや弱含みの状況にある。取引の中心とな
る価格帯は土地７００万～１２００万円程度、新築分譲住宅２２００万～３０００万円程度と把握する。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

羽島（県） 2－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

羽島（県） －

基準地番号 提出先

2 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社ギフカンテイ

安田　聖子



羽島市竹鼻町狐穴字下土手１５５６番２

低層住宅地

一般住宅のほかに事
業所等も見られる住
宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 50 100 100 低層住宅地

-

１住居(60,200)

羽島市の人口は近年ほぼ横ばいで推移していたが、最近は県全体
同様の下落傾向にある。高齢化率は県平均を下回っている。

特段の地域要因の変動は認められない。

個別的要因に変動はない。

本件では比準価格のみを得た。当地域及び周辺地域において賃貸物件は見受けられるが賃貸市場は未成熟で、取引は主に自
己利用目的で行われており、市場性を表す比準価格は妥当性が担保されている。また実際に生起する取引を基に算出してい
るため実証性にも優れる。比準に際しては対象基準地周辺の住宅地域から代替性の高い事例を採用し、説得力の高い価格が
得られた。よって本件では比準価格を採用し、規準価格との均衡にも留意して鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

当地域は熟成した住宅地域であり、当面は現状維持にて推移するものと予測する。利便性が良好な地域であり、地価につい
ては下落傾向であるも大きな落ち込みはないと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 39,300円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

38,800

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

羽島 7

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+5.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

竹鼻駅南方
700m

竹鼻
700m

(8)

北東5.5m市道

１住居
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北、５．
５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

294

( )

⑨法令上の規制等

1:2.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 25.0  ｍ、　規模 250  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

39,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

42,100 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.8％ ％

103.0 ］

99.8［ ］ 100［ ］

105.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 19日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 7月 5日 正常価格

令和 5年 7月 12日令和 5年 7月 1日

11,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 39,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

31,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は羽島市内全域の住宅地域であり、主たる需要者は市内及び周辺市町に居住・就労する個人である。当地域はほ
ぼ熟成した住宅地域であり、幅員が狭小な道路や雑然とした街区も多く、取引は活発ではないが、竹鼻駅や羽島市役所に近
く、県道大垣一宮線へのアクセスも良好で利便性が優れるため需要は比較的堅調である。当地域周辺では小規模開発も散見
される。需要の中心価格帯は更地で１０００万円前後、新築建物付きで３０００万円弱である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

羽島（県） 3－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

羽島（県） －

基準地番号 提出先

3 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３

業者名

不動産鑑定士氏名

向川原不動産鑑定士事務所

向川原　奈美



羽島市福寿町平方字坪之内４２０番３

低層住宅地

農地が多い中に一般
住宅、アパートが見
られる住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 70 50 90 低層住宅地

-

１住居(60,200)
地区計画等

人口減少・高齢化は進行するも県平均より緩やか。土地取引件数･
住宅着工数は増加傾向。宅地開発の軸足は市街地寄りに移ってい
る。

周辺では宅地開発が進行し、戸建住宅地域として緩やかに熟成し
つつある。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は中規模一般住宅を中心とした住宅地域であり、土地取引では利便性や居住性に着目した自用目的のものが大半で
ある。試算では同じ福寿町内の４事例を採用して規範性の高い比準価格を求めた。一方、手狭な対象基準地において収益性
を測るのは経済合理性に反するため、収益還元法は適用しなかった。以上から、本件では指標性に優る比準価格を標準とし、
代表標準地との検討も行って、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

近隣地域は農地も介在する戸建住宅地域であるが、周辺の開発動向や地価の割安感もあって、今後も当分の間は上昇基調で
推移してゆくものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 34,400円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

35,100

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

羽島 7

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

+2.6

+8.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+5.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

新羽島駅西
1.2km

新羽島
1.2km

(8)

北5.5m市道

１住居
(60,200)

（その他）　　　　
地区計画等

特にない 基準方位北、５．
５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

165

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 17.0  ｍ、　規模 170  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

35,100 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

42,100 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.0％ ％

114.1 ］

99.8［ ］ 100［ ］

105.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 19日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 6月 26日 正常価格

令和 5年 7月 12日令和 5年 7月 1日

5,790,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 35,100 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

28,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は当市西部ないし南西部等に所在する住宅地域。主な需要者は市内居住の１次取得者で、市外からの転入者も見
込まれる。近隣地域周辺は近年住環境の整備が進み、民間業者の宅地開発が盛んな状況にある。当市の住宅市場では舟橋町
宮北地区等の新興住宅地を選好するユーザーが多いが、上述のように近隣地域周辺も分譲物件が増加し、人気が出始めてい
る。取引の中心価格帯は土地（６０坪）で７百万円前後、建売分譲で２４～３０百万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

羽島（県） 4－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

羽島（県） －

基準地番号 提出先

4 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社中園不動産鑑定所

中園　真一



羽島市上中町沖字東野２５９７番

低層住宅地

中規模一般住宅等が
農地の中に散在する
住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北150 100 100 50 低層住宅地

-

「調区」(60,160)

人口減少・高齢化は進行するも県平均より緩やか。土地取引件数･
住宅着工数は増加傾向。宅地開発の軸足は市街地寄りに移ってい
る。

地域要因に大きな変動は認められず、静態的・安定的に推移して
いる。

個別的要因に変動はない。

比準価格は調整区域における実際の取引事例から求めて、検証性を備え妥当するものと思料する。一方、公法規制がきびし
い調整区域では、新規の貸家建設ができず収益モデルの想定が困難なため、収益還元法は非適用とした。以上から、本件で
は成約事例から試算して指標性を有する比準価格を標準にして、代表標準地との秤量的な検討も行った上で、鑑定評価額を
上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

当市南部に位置する近隣地域の住宅需要は少子高齢化等の影響を受けて弱く、今後も当分の間は弱含みに推移してゆくもの
と予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 21,400円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

21,200

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

羽島 11

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+5.6

-2.6

-34.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

江吉良駅南東
2.7km

江吉良
2.7km

(8)

西3.3m市道

「調区」
(60,200)

（その他）　　　　
(60,160)

特にない 基準方位北、　　
３．３ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

347

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

19.0  ｍ、　奥行　約 18.0  ｍ、　規模 340  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

21,200 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

14,700 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.9％ ％

67.9 ］

99.0［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 19日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 6月 26日 正常価格

令和 5年 7月 12日令和 5年 7月 1日

7,360,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 21,200 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は当市の調整区域に所在する住宅地域である。主な需要者は圏内居住者で、このほか圏内に地縁を有する者も見
込まれる。当市の調整区域では堀津町や正木町等で取引が散見されるが、現状の宅地供給は市街化区域で十分賄われている
ので、調整区域の市場性は劣後している。とりわけ、当市南部の調整区域は持家比率が高い集落地域が大半を占め、少子高
齢化の進行もあって、住宅需要が極めて弱く静態的な市場を形成している。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

羽島（県） 5－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

羽島（県） －

基準地番号 提出先

5 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社中園不動産鑑定所

中園　真一



羽島市正木町曲利字村北７４５番２

低層住宅地

一般住宅等を主体に
農地も見られる住宅
地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 100 100 80 低層住宅地

-

１中専(60,200)

羽島市の総人口は横這い傾向から減少傾向へと転じてきた。市内
の土地取引件数、新設住宅着工戸数は比較的安定している。

既成の住宅地域で、地域要因に大きな変動は認められず、安定的
に推移している。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は一般住宅を中心とした住宅地域であり、周辺市場では戸建住宅用地等の自用目的での取引が主体である。当該基
準地の画地規模がやや小さく、事業収支の観点から収益還元法の適用は合理的ではないと判断し、非適用とした。従って、
市場の実態を反映した比準価格を採用し、代表標準地との比較検討を踏まえて鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

当該地域は農地も残る住宅地域で、将来的に熟成度が増すほかは大きな変動はないものと思われる。周辺での土地需要は減
退傾向で、当面の地価は弱含み傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 34,300円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

33,900

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

羽島 7

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+4.1

+0.5

+13.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+5.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

不破一色駅南方
700m

不破一色
700m

(8)

北5m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北、５ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

142

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.0  ｍ、　奥行　約 12.0  ｍ、　規模 150  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

33,900 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

42,100 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.2％ ％

118.2 ］

99.8［ ］ 100［ ］

105.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 19日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 6月 21日 正常価格

令和 5年 7月 12日令和 5年 7月 1日

4,810,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 33,900 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

27,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は市内の住宅地域を含む一帯である。需要者は市内居住者、市内通勤者が中心である。周辺地域は画地配置も雑
然としており、生活利便性に優れた地域でもないため、宅地供給もあまり多くは見られず、土地需要も減退傾向にある。取
引の中心価格帯は、土地のみで５００万～８００万円程度、新築戸建住宅で２０００万台前半と把握する。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

羽島（県） 6－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

羽島（県） －

基準地番号 提出先

6 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３

業者名

不動産鑑定士氏名

東和コンサルタント株式会社

廣瀬　啓司



羽島市福寿町浅平２丁目１８番外

低層店舗兼住宅併用地

店舗、営業所のほか
農地も見られる路線
商業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北150 100 0 50 低層店舗兼住宅併用地

-

商業(100,400)
準防

個人消費は持ち直しの動きがあるが、物価高騰により低価格帯商
品へと需要がシフトする傾向が見られる。人手不足の状況は続い
ている。

地域要因の変動は特に見受けられない。

個別的要因に変動はない。

本件では比準価格と収益価格を得た。商業地の評価において収益性は無視できないが、当地域では事業者向けの賃貸市場は
比較的成熟しているものの、供給過多により賃料が抑えられ収益価格は低位であった。取引は主に自己利用目的で行われて
おり、市場性を反映した比準価格に優位性が認められる。比準に際しては羽島市内の商業地域から代替性の高い事例を採用
し、説得力の高い価格が得られた。よって比準価格を重視し収益価格を参酌して鑑定評価額を決定した。

［

［

店舗兼住宅
ＲＣ３

岐阜羽島駅に近く、周辺の宅地利用が増えつつある地域であり、価格については上昇傾向にて推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 52,000円／㎡

公示価格 52,300円／㎡

標準地番号 羽島 4-5

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

新羽島駅北方
600m

新羽島
600m

(8)

北22m県道

商業
(80,400)
準防

（その他）　　　　
(100,400)

特にない ２２ｍ県道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

886

( )

⑨法令上の規制等

1.2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

40.0  ｍ、　奥行　約 25.0  ｍ、　規模 1,000  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

53,700 円／㎡

30,800 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.3 +0.8％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 19日　提出

宅地-1

ない

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 7月 5日 正常価格

令和 5年 7月 12日令和 5年 7月 1日

46,700,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 52,700 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

41,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は羽島市内の商業地域である。主たる需要者はロードサイドビジネスを展開する法人、圏内の個人事業者等であ
る。背後の住宅地域は需要が高く、宅地化が進行中で、福寿町、舟橋町の人口は近年、増加し続けており、住宅地の地価は
比較的高位、かつ上昇傾向にある。接面する県道は交通量が多く、新規出店が継続的に見られ、事業用借地権の設定によっ
て営業するケースが主で取引は多くないが需要は堅調である。需要の中心価格帯の把握は困難である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

羽島（県） 1－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

羽島（県） －5

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３

業者名

不動産鑑定士氏名

向川原不動産鑑定士事務所

向川原　奈美



羽島市小熊町島２丁目１６番

低層店舗住宅併用地

中小規模の各種店舗
が建ち並ぶ路線商業
地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 25 100 150 低層店舗住宅併用地

-

近商(100,300)
準防

景気は新型コロナウィルス感染症の影響から持ち直してきている
が、物価高・資源高などの影響が出てきている。

地域要因に大きな変動は認められない。

個別的要因に変動はない。

周辺では自用の中型店舗が中心であり、賃貸については定期借地が散見されるが、事業者向け賃貸市場の成熟度はあまり高
くはない。よって、本件では市場の実態を反映した比準価格を重視し、収益価格を参酌して、代表標準地との比較検討を踏
まえて鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

店舗兼住宅
Ｓ２

当該地域は中規模店舗の多い路線商業地域で、将来的にも大きな変動はないものと思われる。新規店舗の進出等は見られず、
当面の地価は弱含み基調で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 48,700円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

48,400

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

羽島 4

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-0.3

0.0

+4.0

+5.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

竹鼻駅北方
1.1km

竹鼻
1.1km

(8)

南東25m県道

近商
(80,300)
準防

（その他）　　　　
(100,300)

特にない ２５ｍ県道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

669

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

28.0  ｍ、　奥行　約 25.0  ｍ、　規模 700  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

49,200 円／㎡

17,400 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

52,300 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.6％ ％

108.9 ］

100.8［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 19日　提出

宅地-1

ない

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 6月 21日 正常価格

令和 5年 7月 12日令和 5年 7月 1日

32,400,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 48,400 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

39,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は市内及び周辺市町の幹線道路沿いの路線商業地域を含む一帯である。需要者層は大手チェーンのほか、地元中
小法人等が中心である。周辺地域では新規店舗の進出等は見られず、店舗集積の程度に大きな変化はない。また昨今の新規
店舗は事業用定期借地などを利用したものが多く、幹線道路沿いでの土地取引はあまり多くは見られず、取引の中心となる
価格帯を把握することは困難である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

羽島（県） 2－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

羽島（県） －5

基準地番号 提出先

2 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３

業者名

不動産鑑定士氏名

東和コンサルタント株式会社

廣瀬　啓司



羽島市江吉良町字村前２２４４番１外

低層店舗地

営業所、沿道店舗等
が建ち並ぶ路線商業
地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 80 250 200 沿道施設用地

-

準工(70,200)

商圏の広域化、ネット通販との競合等により、市内の全般的な商
況は低下傾向にあるが、一部エリアにおいて出店の動きが見られ
る。

令和３年５月２５日岐阜羽島ＩＣ南部地域が市街化区域に編入さ
れ、当該地域においても徐々に土地利用が進むものと思料する。

個別的要因に変動はない。

比準価格は、羽島市内の商業地の取引事例を採用したが、地域の特性を適切に反映して試算した。一方、近隣地域は営業所、
沿道店舗等が見られる路線商業地域であるが、自用店舗が中心となっており、収益物件の取引はほとんど見られず、商業事
業者向けの賃貸市場の成熟の程度は低い。よって、取引の実態を反映し実証的な比準価格を重視し、収益価格は比較考量し
て、公示価格を規準とした価格との検討を踏まえ、鑑定評価額を決定した。

［

［

事務所兼作業場
Ｓ１

当該地域は岐阜羽島ＩＣに接続する幹線道路沿いの商業地域で、周辺には物流業務施設も多く見られ、岐阜羽島ＩＣ南部地
区の発展に伴い、今後も交通量の増加が予測され、地価水準は底堅く推移するものと思料する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 47,400円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

47,800

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

羽島 4

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-0.4

+1.3

+7.0

+8.2

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

江吉良駅南西方
900m

江吉良
900m

(8)

西27m県道､北側道

準工
(60,200)

（その他）　　　　
(70,200)

特にない ２７ｍ県道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

1,477

( )

⑨法令上の規制等

2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

50.0  ｍ、　奥行　約 30.0  ｍ、　規模 1,500  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

48,800 円／㎡

28,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

52,300 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.1％ ％

116.8 ］

100.8［ ］ 106.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 5 令和 5年 7月 19日　提出

宅地-1

+6.0角地

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[令和 5年 1月]

令和 5年 6月 20日 正常価格

令和 5年 7月 13日令和 5年 7月 1日

70,700,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 47,900 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

36,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は羽島市内及び隣接市町の幹線道路沿いの路線商業地域。需要者は地元企業のほか、チェーン展開する沿道サー
ビス業者であるが、高速道路への接近性に優れるため、物流業種の法人の需要も強い。店舗等の連坦性は劣るが、岐阜羽島
ＩＣの周辺には大型商業施設等も立地しているため、交通量が多く、今後も土地利用が進むものと思料する。取引は散発的
で、画地規模や個別の事情等が多様であるため取引の中心となる価格帯を見出すのは困難な状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

羽島（県） 3－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

羽島（県） －5

基準地番号 提出先

3 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３

業者名

不動産鑑定士氏名

株式会社ギフカンテイ

安田　聖子


